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宇治市ボラントピア事業
推進協議会が発足（10月
24日）

厚
生
省
指
定
の
新
規
事
業

を
も
た
ら
じ
、
在
宅
障
害
者
や
ほ

子
・
父
子
家
庭
へ
の
対
策
な
ぺ

種
々
の
問
題
が
社
会
福
祉
の
課
題

と
し
て
、
新
た
に
侶
曾
れ
る
よ

▲推進協議会の発会式で、各委員へ委嘱状を手渡す西山喜代次社会福祉協議会会長(右)

う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
ラ
汪
旋
下
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
形
成
や
福
祉
社
会
の

実
現
な
ど
が
社
会
的
目
標
と
し
て

登
場
。
地
域
福
祉
に
お
け
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
す
る
重
要
性

を
手
永
子
高
ま
っ
て
来
て
い
ま

す
。

　
ボ
ラ
ン
ト
ピ
ア
事
業
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
一
部
篤
志
家
や
行
政
主

体
の
福
獄
－
動
蔵
一
般
市
民
の

レ
ベ
ル
に
ま
で
押
し
広
げ
、
地
域

社
会
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
乙
洒
動
が

永
続
的
・
自
主
的
に
展
開
出
来
る

よ
ｙ
コ
、
条
件
整
備
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
厚
生
省
が
六
十

年
度
か
ら
始
め
た
新
規
事
業
で
、

全
国
で
五
十
七
団
体
奮
迢
。
今

年
度
、
府
下
で
は
本
市
だ
け
が
指

定
か
受
け
ま
レ
て
。

　
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
十

月
二
十
四
日
田
に
市
総
合
福
祉
会

館
で
「
翌
－
市
ボ
ラ
ン
ト
ビ
ア
事

業
推
進
協
議
き
の
発
会
式
と
第

一
回
協
議
会
を
開
催
。
当
面
の
事

業
計
固
と
し
て
①
市
民
へ
の
啓
発

②
専
門
ボ
ラ
ン
テ
″
ア
の
養
成
・

研
修
③
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
裳
？

あ
っ
せ
ん
④
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組

織
化
⑤
活
動
基
盤
の
整
備
－
な
べ

地
域
に
根
Ｉ
ｙ
福
祉
の
ネ
″
ト
ワ

ー
ク
化
に
向
け
た
基
本
方
針
か
渓

定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
推
進
協
議
会
は
委
員
三

十
一
人
で
企
画
部
門
を
担
当
。
実

猛
錫
の
推
進
部
門
と
し
て
は
○

市
民
啓
発
推
進
委
員
会
（
委
員
十

五
人
以
内
）
○
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
開
発
推
進
委
員
会
（
同
二
十
人

以
内
）
Ｏ
活
動
基
盤
整
備
推
進
委

員
会
（
同
十
五
人
以
内
）
か
設
置
。

リ
ー
フ
レ
″
ト
を
作
成
し
て
の
市

民
啓
発
、
ボ
ラ
ン
テ
″
ア
教
室
を

開
設
し
て
の
り
Ｉ
Ｉ
ダ
ー
養
成
、
市

内
の
小
・
中
学
校
に
福
祉
協
力
校

　★61年度版★

市民カレンダー
　
六
十
一
年
度
版
『
市
民
カ
レ

ン
ダ
ー
と
手
び
き
』
に
掲
載
す

る
写
真
募
集
の
驀
俗
け
ま
で

あ
と
二
ヵ
月
余
り
で
す
。
力
作

m
定
し
て
の
福
祉
教
育
の
推
進

な
ど
、
事
業
計
画
に
葺
つ
い
た
具

体
的
な
取
り
組
み
か
行
い
ま
す
。

各
推
進
委
員
会
の
委
員
は
、
市
内

の
各
関
係
機
関
・
団
体
か
ら
推
薦

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
卓
子
。

　
推
進
協
議
会
の
初
年
度
予
算
は

六
百
六
十
万
円
（
（
国
・
府
・
市
＝
各

二
百
万
円
、
社
協
⊥
八
十
万
円
）
。

し
か
し
、
活
動
に
必
要
な
茶
釜
は

約
一
億
円
と
見
込
ま
れ
、
今
後
各

関
係
機
関
に
資
金
の
拠
出
協
力
を

訴
え
る
考
え
で
す
。

　
な
お
、
六
十
一
年
度
末
ま
で
に

は
「
地
域
福
祉
計
画
」
か
戴
定
。

福
祉
活
動
・
事
業
の
体
系
化
を
図

る
こ
と
に
し
て
い
毒
ｙ
。

入
場
券
は
　
で

お
早
く

日11月17日
　　午後２時･６時開演

文化会館大ホール

　全席指定(s席4千円･A席3千円

　B席2千円),2O人以上の団体割引もあ

　ります，

反
逆
児

萬
屋
錦
之
介
特
別
公
演

文化センター開館１周年記念事業

請願提出の

　　　期限が変更
市
民
の
ふ
れ
あ
い
の
様
子
公
孚

節
感
孚
ハ
れ
て
▼
応
募
資
格
…

市
民
と
市
内
に
通
勤
・
通
学
す

る
人
▼
規
格
・
・
・
カ
ラ
ー
プ
リ
ン

宇治市議会12月定例会から

　
こ
の
ほ
ぺ
市
民
の
皆
さ
ん

が
市
政
に
つ
い
て
の
意
見
や
要

望
名
行
う
「
請
願
」
の
提
出
期

限
が
套
ぢ
ま
し
た
。

　
請
願
は
常
時
行
兄
ま
す
が
、

今
年
度
の
十
二
月
定
例
会
か
ら

は
、
提
出
期
限
が
こ
れ
ま
で
の

各
定
例
会
（
三
・
六
・
九
・
十
二

月
）
開
会
日
の
、
お
お
ひ
ね
十

日
前
ま
で
か
ら
三
日
前
ま
で
に

請願の書式
　　(内容)

‥･に関する請願書

(表紙)

＠

　　受け付けは

昭和61年1月6

日(月)

～18日（土）

住所Tel
氏名

請願の趣旨

請願の理由

　　年月日

請ll者

変
民
。
三
日
前
が
日
曜
・
祝
日

の
場
合
は
、
そ
の
前
日
ま
で
と

な
り
未
了
。

　
請
願
は
個
人
・
団
体
・
法
人

を
問
い
ま
せ
ん
が
、
一
人
以
上

の
市
議
会
議
員
の
紹
介
が
必
要

で
す
。
右
記
の
書
式
に
従
い
、

入
会
の
お
知
ら
せ

シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー

　
本
市
で
は
、
高
齢
者
（
六
十

五
歳
以
上
）
の
生
き
が
い
対
策

に
、
高
齢
者
の
余
暇
盆
用
し

て
就
労
の
あ
っ
せ
ん
奎
行
ラ
シ

ル
バ
ト
人
材
セ
ン
タ
ー
蔵
七

月
二
土
（
日
に
設
立
。
市
内
に

在
住
す
る
、
健
康
で
働
く
意
欲

の
あ
る
人
の
入
会
巧
科
け
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
内
容
と

し
て
は
、
庭
の
清
掃
、
除
草
、

木
の
剪
（
せ
ん
）
定
、
大
工
仕
事

(aw, SA雷ii. ･t≪s゛)

宇治市議会議長殿

議
会
事
務
局
ま
で
促
出
欠
用

紙
は
な
る
べ
く
Ｂ
５
版
の
大
き

さ
と
し
、
参
考
文
書
な
ど
は
後

尾
に
添
付
し
て
ぐ
だ
さ
い
。
詳

１
　
て
は
議
<
!
Ｋ
事
務
局
（
豊
⑩
－

１
４
１
）
へ
ヽ
。

　
　
　
　
　
（
議
会
事
務
局
）

な
ど
の
屋
外
作
業
、
そ
し
て
家

事
補
助
、
事
務
な
ど
の
屋
内
作

業
に
就
労
し
て
い
た
だ
い
て
い

季
一
。

　
襖
（
ふ
す
ま
）
張
り
、
植
木
剪

定
、
大
工
、
左
官
な
ど
の
専
門

技
術
を
お
持
ち
の
人
は
、
大
い

に
入
会
し
て
ぐ
だ
さ
い
。
詳
し

ぐ
は
、
宇
治
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
（
豊
⑩
1
7
3
4
）
へ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
福
祉
課
）

521

　宇治市文化センター（折居台１丁目）宇治20局2111

公演せまる

　
今
日
、
我
が
国
は
急
速
に
m

化
社
会
を
迎
凡
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
社
会
の
著
し
い
発
展
は
、

国
民
牛
活
と
意
識
に
大
き
な
落

５
つ
の
事
業
計
画
で

　
　
地
域
福
祉
活
動
を
拡
充

掲
載
写
真
を
募
集

を
お
待
ち
し
て
い
未
Ｋ

　
▼
テ
ー
了
・
「
四
季
を
通
じ

た
市
民
の
ふ
れ
あ
い
」
＝
市
の

行
事
や
観
光
行
事
を
通
じ
て
、

ト
（
キ
ャ
ビ
ネ
Ｔ
人
Ｌ
点
（
原

版
ポ
ジ
ー
ネ
ガ
も
同
時
提
出
）
。

未
発
表
の
新
し
い
悟
皿
で
単
写

真
。

広報課電話223141

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
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消
費
者

コ
ー
ナ
ー

　
訪
問
璽
冗
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

は
、
今
や
社
会
問
題
と
な
り
、

市
の
消
費
生
活
相
談
室
で
営
け

る
相
談
の
大
半
も
、
訪
問
販
売

な
ど
の
契
約
牽
の
ぐ
る
苦
情
と

な
っ
て
い
ま
す
。
強
引
な
売
り

込
み
や
詐
欺
ま
が
い
の
勧
誘
な

ど
、
悪
質
な
も
の
が
依
然
と
し

て
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
最
近
寄
せ
ら
れ
た
相

談
の
一
例
を
ご
紹
介
し
ぎ
ヂ
。

　
宗
教
的
雰
囲
気
の
中

　
お
告
げ
の
暗
示

　
Ｍ
さ
ん
は
、
あ
る
ほ
近
所
の

知
人
か
ら
「
近
ご
ろ
何
と
な
く

暗
い
感
じ
が
す
る
。
悪
い
霊
で

も
付
い
て
い
る
の
で
は
…
。
私宇治二子塚古墳と岡本瓦窯跡・岡本遺跡

の
知
っ
て
い
る
偉
い
先
生
に
見

て
も
ら
っ
た
ら
』
と
言
わ
れ
、

ま
た
し
ば
ら
そ
し
て
、
「
印
鑑

か
清
め
、
先
生
の
話
を
少
し
だ

開運商法

た
め
に
出
家
せ
よ
。
で
浙
な
け

れ
ば
、
家
に
。
つ
ぽ
″
か
置
き

な
さ
い
。
手
〈
や
子
芦
石
ほ
短

命
だ
。
弓
Ｆ
か
置
く
と
、

こ
れ
ら
の
因
縁
も
断
て
る
」
と

宗
教
的
雰
囲
気
の
中
、
強
い

調
子
で
芦
ｐ
れ
た
の
で
す
。
半

信
半
疑
の
状
態
か
越
え
、
不
安

な
気
持
が
深
ま
り
、
こ
シ
レ
だ

つ
た
」
と
言
口
れ
る
ま
ま
に
書

面
に
記
名
・
押
印
を
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
そ
の
価
格
も
先

生
と
称
す
る
人
が
決
め
る
も
の

で
、
Ｍ
さ
ん
の
場
合
一
個
が
百

二
十
万
円
ち
ず
る
も
の
で
し
た
。

更
に
、
こ
の
件
は
、
他
人
に
話

を
し
て
は
い
け
な
い
と
口
止
め

ま
で
さ
れ
ま
し
た
。

因
縁
話
で
不
安
に

け
聞
い
て
み
な
さ
い
」
と
強
引

に
誘
い
出
さ
れ
、
家
系
図
夕
書

か
さ
れ
、
先
生
に
会
う
日
取
り

ま
で
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
約
一
週
間
後
、
市
外
に
あ
る

説
法
会
場
公
朝
八
時
か
ら
「
あ

な
た
の
家
系
に
は
因
縁
が
1
≪
A
J

わ
り
つ
い
て
い
る
。
断
ち
切
る

心
理
に
陥
っ
て
い
る
と
き
「
財

産
か
痔
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く

な
い
。
功
徳
と
し
て
使
い
な
さ

い
」
と
、
預
金
や
不
動
産
な
ど

を
残
ら
す
書
面
に
書
か
さ
れ
ま

し
た
。
昼
食
も
と
れ
ず
約
十
時

間
の
缶
詰
状
態
の
疲
労
か
ら
。

　
「
つ
ぼ
夕
授
け
る
お
告
げ
が
あ

強
迫
・
詐
欺
ま
が
い

解
約
が
成
立

　
こ
の
事
例
は
、
い
ｂ
ゆ
る
。

開
運
商
法
”
と
呼
ぼ
れ
る
も
の

で
、
つ
ぼ
の
外
印
鑑
・
多
宝
塔

な
芦
)
？
:
あ
り
ま
す
。
そ
の
手
口

の
導
入
部
分
は
、
必
ず
霊
や
因

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
ほ
ど
宇
治
二
子
塚
古
墳
（
五
ヶ
庄

大
林
）
と
、
岡
本
遺
跡
（
五
ヶ
庄
日
皆
田
）
の
発
掘
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
宇
治
二
子
塚
古
墳
で
は
、
古
墳
を
取
り
巻
く
も
う
一
つ

の
外
濠
が
発
見
さ
れ
、
二
重
の
濠
を
持
つ
府
下
最
大
の
古
墳
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
岡
本
遺
跡
で
も
「
左
寺
」
の
銘
が
入

っ
た
八
世
紀
末
の
も
の
と
見
ら
れ
る
軒
平
瓦
が
出
土
し
、
同
遺
跡

に
瓦
窯
跡
が
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
い
も
の
と
注
目
さ
れ
て
い
ま
す

府
下
で
初
の
二
重
周
濠

　
　
　
宇
治
二
子
塚
古
墳

　
宇
治
二
子
塚
古
墳
は
、
全
長
百

五
μ
の
大
型
の
前
方
後
円
墳
で
、

　
古
墳
時
代
（
六
世
紀
）
後
期
に
造

一

ら
れ
た
市
内
最
大
の
古
墳
で
す
。

　
今
回
の
調
査
は
、
外
堤
の
南
西

端
の
外
側
で
行
わ
れ
、
こ
の
古
墳

を
取
り
脊
ぐ
も
う
一
つ
の
濠
、
外

濠
の
一
部
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　
発
見
さ
れ
た
外
濠
は
、
幅
約
十

八
μ
、
深
さ
約
万
一
亘
あ
り
、

濠
の
中
か
ら
は
、
は
に
わ
φ
土
器

の
破
片
が
出
土
し
て
い
４
　
了
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
外
濠
を
含
む
宇

治
二
子
塚
古
墳
の
全
長
は
二
百
む

夕
超
す
大
型
で
、
極
め
て
整
備
さ

緑
の
話
と
な
っ
て
い
ま
ず
。

　
な
お
、
こ
の
ヶ
Ｉ
ス
は
、
強

迫
・
詐
欺
ま
が
い
の
販
売
で
あ

り
、
実
質
的
に
自
由
な
選
択
を

さ
せ
な
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ

る
こ
と
か
業
者
に
指
摘
し
、
解

約
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
悪
質
な
業
者
や
セ
ー
ル
ス
マ

ン
は
、
こ
れ
か
宕
１
　
を
変
え

品
を
変
え
弱
い
立
場
の
消
費
者

を
狙
っ
て
来
ま
す
。
必
要
な

商
品
は
、
い
ろ
い
ろ
と
比
較
・

れ
た
古
墳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
水
子
。

　
こ
の
ぷ
っ
に
、
濠
を
二
重
に
巡

β
し
た
古
墳
は
、
有
名
な
も
の

で
は
大
阪
府
堺
市
の
仁
徳
天
皇
陵

古
墳
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
京
都

府
下
で
は
二
重
の
周
壕
を
持
つ
古

墳
は
宇
治
二
子
塚
古
墳
が
初
め
て

検
討
し
購
入
す
る
と
い
之
憲
－

塑
語
痔
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
　
　
　
　
◇

　
訪
問
販
売
な
ど
で
ト
ラ
ブ
ル

が
生
じ
た
と
き
は
、
市
璧
認
】

エ
観
光
課
消
費
委
箱
談
室
へ

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

毎
思
～
付
け
て
い
豪
で
か
、

第
一
～
四
水
曜
日
に
は
専
門
の

消
費
委
箱
談
員
が
苦
情
の
処

理
に
５
じ
て
い
ま
ず
。

　
　
　
　
　
（
商
工
観
光
課
）

･ ． Ｗ － ・ － － － － － ｀ － － － － － － ・ ・ － － －

の
こ
と
で
す
。

　
現
在
も
、
墳
丘
や
古
墳
を
と
り

ま
ぐ
濠
（
周
濠
）
の
一
部
と
、
周

濠
の
外
側
に
あ
る
堤
（
外
堤
）
の

一
部
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
古
墳

の
大
空
刄
太
７
紅
見
る
こ
と
が

出
来
ま
ず
。

「
左
寺
」
銘
入
り
瓦
出
土

　
　
　
　
岡
本
遺
跡

　
岡
本
瓦
窯
跡
及
び
岡
本
遺
跡
は
、

五
ヶ
庄
日
皆
田
の
水
田
地
帯
一
帯

に
広
が
る
遺
跡
で
、
以
前
よ
り
古

’
瓦
が
よ
く
出
土
し
、
瓦
か
焼
い
た

窯
跡
や
、
住
居
跡
な
芦
示
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　
今
回
、
宅
地
開
発
に
伴
い
発
堀

調
査
か
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
白
鳳

時
代
の
瓦
や
、
平
安
時
代
初
め
の

瓦
・
土
器
が
多
量
に
発
見
さ
れ
ま

し
た
。

　
瓦
の
多
く
は
普
通
の
平
た
い
瓦

　
（
平
瓦
）
や
筒
形
の
瓦
（
丸
瓦
）

ぶ
ふ
、
そ
の
中
に
軒
先
に
使
う

文
様
を
も
っ
た
瓦
（
軒
丸
瓦
・
軒

平
瓦
）
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
白
鳳
時
代
の
瓦
の
文
様
は
、
現

在
の
法
隆
寺
が
建
立
さ
れ
た
時
に

倣
ｐ
れ
た
瓦
の
文
様
と
よ
く
似
て

お
り
、
美
し
い
蓮
（
ハ
ス
）
の
花
を

デ
ザ
イ
ン
化
し
た
も
の
で
ｙ
。

　
平
安
時
代
の
瓦
の
文
様
に
は
、

文
様
中
央
に
「
左
寺
」
の
銘
夕
痔

つ
も
の
が
あ
り
、
こ
の
瓦
が
京
都

市
の
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
よ
り

出
土
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平

安
京
造
営
と
と
も
に
建
立
さ
れ
た

恵
守
に
使
用
す
る
瓦
倣
こ
こ
で

焼
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
、
市
教
育
委
員
会
で
は
、
ふ
礒

更
に
調
査
を
進
め
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

▲発掘された軒丸瓦（岡本瓦窯跡）

　
じ
ゅ
う
！
ん
｝
い
き
こ
う
は
ん

　
十
三
世
紀
後
半
の
こ
ろ
に
は
、

長
い
あ
い
だ
宇
治
橋
が
無
い
年
月

が
つ
づ
い
て
い
ま
し
た
。
流
れ
の

ほ
げ
　
　
う
じ
が
わ
　
　
は
し
　
な

激
し
い
宇
治
川
は
、
橋
が
無
く
て

は
渡
り
に
く
く
、
た
い
そ
う
不
便

　
　
　
　
ひ
と
ぴ
と
　
　
は
t
-

?
!
-
≫
　
か

で
す
。
人
々
は
、
早
く
橋
を
架
け

て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
が

橋
を
造
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
い

へ
ん
な
大
工
事
で
す
か
ら
、
ど
う

に
も
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
さ
い
だ
い
じ

　
そ
の
こ
ろ
、
奈
良
の
西
大
寺
に

叡
尊
と
い
う
り
っ
ぱ
な
お
坊
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
そ
ん
　
　
ら
よ
う
て
ぃ

が
い
ま
し
た
。
叡
尊
仕
、
朝
廷
を

　
　
　
　
お
お
　
　
く
げ
　
　
ぷ
け

は
じ
め
多
く
の
公
家
や
武
家
か
ら

厚
い
信
心
を
う
け
て
い
ま
し
た
の

叡尊の宇治橋と

十三重石塔

で
、
自
分
が
朝
廷
の
許
し
を
得
て

宇
治
橋
を
架
け
よ
う
と
、
思
い
立

ち
ま
し
た
。

　
叡
尊
の
い
る
西
大
寺
は
、
仏
さ

ま
が
教
え
た
い
ま
し
め
を
厳
し
く

　
　
　
　
じ
ぷ
ん
　
ら
よ
４
て
い
　
ゆ
る
　
　
え

で
、
自
分
が
朝
廷
の
許
し
を
得

いの守tま
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
う
じ
が
わ
｀
　
‘
　
あ

が
、
そ
の
こ
ろ
宇
治
川
で
は
、
網

代
と
い
う
方
法
（
エ
リ
漁
の
ひ
と

つ
）
で
、
さ
か
ん
に
魚
を
捕
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
叡
尊
は
、
ま
ず

も
よ
う
て
ぃ
　
　
う
じ
が
わ
　
！
｀
な
と
　
　
き
ん

朝
廷
か
ら
宇
治
川
の
魚
捕
り
を
禁

し
　
　
め
い
れ
い
　
だ

止
す
る
命
令
を
出
し
て
も
ら
う
こ

と
に
し
ま
し
た
。
禁
止
し
て
く
れ

⑩

　
　
　
う
じ
ぱ
し
　
か

た
ら
宇
治
橋
を
架
け
ま
し
ょ
う
と

い
う
わ
け
で
す
。

　
弘
安
七
年
（
こ
一
八
四
）
二
月

　
　
　
　
　
う
じ
が
わ
　
ぎ
よ
ｆ
４
　
き
べ
し

い
よ
い
よ
宇
治
川
の
漁
業
は
禁
止

　
　
　
　
う
じ
ぱ
し
　
か
　
　
こ
う
じ

さ
れ
、
宇
治
橋
を
架
け
る
工
事
が

は
じ
ま
り
ま
し
た
。
二
年
九
ヵ
月

も
か
か
っ
て
、
よ
う
や
く
宇
治
橋

は
完
成
し
た
の
で
す
。

　
は
し
く
よ
う
　
は
し
　
か
ん
せ
い
し
き
　
　
お
こ
な

　
橋
供
養
（
橋
の
完
成
式
）
が
行

わ
れ
た
の
は
、
弘
安
九
年
（
こ
一

八
六
）
十
一
月
十
九
日
の
こ
と
で

　
　
　
　
し
き
て
ん
　
　
ご
・
″
か
く
さ
　
か
Ｃ

i
r
ま

し
た
。
式
典
に
は
後
深
草
・
亀
山

　
ふ
た
り
　
Ｃ
″
う
こ
う
　
ま
え
　
て
ん
の
う

の
二
人
の
上
皇
（
前
に
天
皇
だ
っ

　
ひ
と
　
　
か
ん
ば
く
た
か
｀
か
Ｉ
か
ね
ひ
・
６

た
人
）
や
関
白
鷹
司
兼
平
な
ど
も

き
ん
れ
っ
　
　
え
い
そ
ん
い
か
　
？
や
く
に
ん

参
列
し
、
叡
尊
以
下
二
百
人
も
の

て

業
禁
止
で
い
ら
な

　
　
　
　
し
た
　
う

を
そ
の
下
に
埋
め

が
長
持
ち
を
し

て埋う
戮め

（
歴
史
資
料
館
）
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ふ
る
さ
と
む
か
し
話
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人
形
劇
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

1
1
月
2
4
日
に
文
化
会
館
で

　
公
民
館
や
地
域
・
職
場
な
３
Ｊ
Ｖ
Ｊ

人
形
劇
の
活
動
を
し
て
い
る
団
体

が
集
い
、
日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果

を
発
表
す
る
笙
ハ
回
人
形
劇
フ
ェ

ス
テ
″
バ
ル
が
開
か
れ
ま
す
。

　
t
＋
Ａ
Ｗ
３
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
か
ら

お
に
さ
ん
た
ち
の
ク
ル
ー
プ
ま
で

が
、
人
形
劇
や
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
・

影
絵
を
、
一
生
四
百
上
演
し
未
丁
。

　
ご
家
族
お
号
心
い
ｖ
ｙ
、
ぜ
ひ
ご

▲昨年の人形劇フェスティバル(宇治公民館で)

来
場
く
だ
さ
い
。
入
場
は
無
料
で

す
。

　
▽
と
き
・
：
Ｈ
月
2
4
日
旧
、
正
午

開
場
、
午
後
Ｏ
時
半
開
演
、
午
後

４
時
終
演
（
予
定
）
▽
と
こ
ろ
・
・
・

文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
（
折
居
台
１

丁
目
１
・
文
化
セ
ン
タ
ー
内
）
▽

出
演
団
体
と
演
題
・
：
左
表
。

　
　
　
　
　
　
　
（
中
央
公
民
館
）

　　各公民館の所在地

○宇治市中央公民館…折居台

　１の1 (霖⑩i 4 11）

○宇治市宇治公民館…宇治里

　尻71の9 (豊@ 2 8 0 4)

Ｏ宇治市木幡公民館…木幡内

　畑34の7 （aR 8 2 9 0）

　
　
　
　
◇

　
年
賀
状
づ
く
り

　
木
版
画
教
室

年
賀
状
を
版
画
で
作
っ
て
み
ま

第６回人形劇フェスティバルの内容

出演EH体 演　　題

パネルシアター・サークル

　　　　　　　「ねこちやん」

(1!ねこふんじやった

(21おぱけなんてないさ

　　　　(--･ネルシアター)

小倉子ども人形劇団エルマーのぼうけん

宇治市レクリエーションサー

クル「じゃんけんぽん」

(IIさるかに合戦

(2!おもちやのチャチャ千ャ

　　　　(パネルシアター)

サークル「ラディッシュ」 へりこきあ*Jさか嫁にきて

人形劇サークル「とらごろう」ふらいぱんじいさん

やまぷきサークル 宗旦ぎつね（大型紙芝居）

宇治幼稚園｢ポテトチップス｣

田チューリップ

(21ijこふんじやった

　　　　　　　(Si絵)

宇治幼惟園「さといもの会j 平等院幻想
　　　　　　　(mi)

せ
ん
か
。
心
の
こ
も
っ
た
手
づ
く

り
の
年
賀
状
は
、
相
手
に
き
っ
と

喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
勤
め
帰
り
の
人
も
、
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

　
▼
日
程
・
内
容
・
・
・
Ｈ
月
2
5
日
剛

ａ
下
絵
づ
く
り
。
1
1
1
1
一
月
2
9
日
吻
＝

版
木
へ
の
転
写
、
彫
り
方
、
刷
り

方
。
1
2
月
６
日
宙
＝
刷
り
上
げ
。

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
６
時
半
～

８
時
半
▼
と
こ
ろ
・
・
・
木
幡
公
民
館

▼
指
導
・
：
木
幡
中
学
校
教
論
、
馬

場
徹
さ
ん
▼
対
象
・
・
・
市
内
在
住
で

1
8
歳
以
上
の
人
▼
費
用
・
：
教
材
費

二
百
円
▼
持
参
品
…
彫
刻
刀
、
筆

　
（
各
種
５
本
）
、
水
彩
絵
の
具
、

バ
レ
ン
、
筆
記
用
具
▼
定
員
・
・
・
2
5

人
（
先
着
順
）
▼
申
し
込
み
…
木

幡
公
民
館
へ
電
話
か
来
館
で
。
1
1

月
1
2
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
木
幡
公
民
館
）

宇
治
公
民
館
ま

つ
り

つ
ど
い
の
部

出
場
団
体
を
募
集

昭
和
六
十
一
年
三
月
に
実
施
す

る
、
第
一
回
宇
治
公
民
館
ま
つ
り

　
「
つ
ど
い
の
部
」
に
出
場
の
グ
ル

ー
プ
、
団
体
を
募
集
Ｌ
ま
す
。
皆

さ
ん
と
の
楽
し
い
集
い
の
場
と
な

る
ぷ
っ
に
、
多
数
の
ご
応
募
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
▼
対
象
・
・
・
市
民
ま
た
は
、
市
内

に
勤
務
す
る
人
で
構
成
す
る
ア
マ

チ
ュ
ア
の
グ
ル
ー
プ
・
団
体
▼
内

容
・
・
・
コ
ー
ラ
ス
、
演
劇
、
奇
術
、

器
楽
、
民
謡
な
ぺ
ど
の
様
な
分

野
で
も
構
い
ま
せ
ん
（
た
だ
し
、

舞
台
発
表
が
可
能
な
内
容
に
限
り

お
知
ら
せ

　
硬
式
テ
ニ
ス
教
室

　
▼
と
き
…
1
2
月
１
日
剛
、
７
日

出
、
８
日
面
、
1
5
日
㈲
、
時
間
は

い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
４
時
▼
と

こ
ろ
・
：
東
山
公
園
▼
参
加
資
格
・
・
・

テ
ニ
ス
歴
１
年
未
満
の
市
民
ま
た

は
市
内
に
通
勤
、
通
学
す
る
人
で
、

高
校
生
以
上
▼
定
員
・
・
・
4
5
人
（
先

着
順
）
▼
参
加
料
・
・
・
二
千
円
▼
申

ま
す
）
▼
申
し
込
み
…
1
2
月
２
日

間
ま
で
に
、
宇
治
公
民
館
へ
電
話

か
来
館
し
て
ぐ
だ
さ
い
。

　
な
お
、
１
９
一
月
７
日
出
、
午
後
２

時
か
ら
、
宇
治
公
民
館
で
説
明
会

を
開
幸
栄
す
。

　
手
づ
く
り
コ
ー
ナ
ー
も

　
参
加
者
を
募
集

　
ま
た
併
せ
て
、
「
手
づ
く
り
コ
ー

ナ
ー
」
に
参
画
の
グ
ル
ー
プ
と
作

品
製
作
の
指
導
が
出
来
る
人
登
辱

集
し
康
す
。
製
作
ず
る
作
品
の
種

し
込
み
・
：
参
加
料
恋
ぶ
え
て
黄
槃

公
園
管
理
事
務
所
（
五
ヶ
庄
三
番

割
官
有
地
）
へ
。
一
人
に
つ
き
二

人
分
ま
で
申
し
込
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
吊
民
体
育
課
）

　
　
和
装
着
付
教
室

　
▼
と
き
・
：
1
2
月
５
ぼ
困
書
た
は

６
日
廊
の
い
ず
れ
か
１
日
、
午
後

１
時
か
ら
▼
と
こ
ろ
・
・
・
字
治
労
働

セ
ツ
ル
メ
ン
ト
▼
講
師
・
：
日
本
和

装
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
、
斉
藤

喜
美
枝
さ
ん
ほ
か
▼
定
員
・
・
・
各
4
0

人
（
先
着
順
）
▼
受
講
料
…
無
料
▼

類
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
の

年
代
の
人
で
も
参
加
出
来
、
比
較

的
短
時
間
に
仕
上
る
題
材
に
限
り

孚
。

　
こ
・
の
「
手
づ
く
り
コ
ー
ナ
ー
」

は
、
公
民
館
ま
つ
り
を
通
し
て
、

創
作
す
會
ぴ
を
知
っ
て
い
た
だ

こ
う
と
実
施
す
る
も
の
で
す
。
多

数
の
皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
申
し
込
み
・
問
い

〈
お
せ
は
、
同
じ
く
宇
治
公
民
館

ま
で
電
話
か
来
館
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（
宇
治
公
民
館
）

申
し
込
み
・
：
希
望
日
か
選
ん
で
宇

治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
（
宇
治
里

尻
7
1
－
９
・
豊
⑩
2
3
1
5
）
へ

電
話
ま
た
は
来
館
し
て
ぐ
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（
交
通
労
政
課
）

　
お
正
月
料
理
教
室

　
▼
と
き
・
・
・
1
2
月
1
3
日
面
方
ぽ

1
4
日
出
の
い
ず
れ
か
１
日
、
時
間

は
午
後
１
時
か
ら
▼
と
こ
ろ
・
・
・
宇

治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
▼
講
師
・
：

料
理
研
究
家
、
星
野
美
智
子
”
ん

▼
定
員
・
・
・
各
3
6
人
（
先
着
順
）
▼

材
料
費
・
：
千
五
百
円
▼
申
し
込
み

…
希
望
Ｅ
公
界
単
治
労
働
セ
ツ

ル
メ
ン
ト
（
至
重
尻
7
1
－
９
、

市
民
会
館
Ｉ
階
）
へ
材
料
費
か
添

え
て
直
接
来
館
で
。
（
交
通
労
政
課
）

　
　
自
衛
官
の
募
集

　
昭
和
六
十
年
度
の
第
三
次
自
衛

官
募
集
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
詳
し
ぐ
は
、
宏
霖
集
事
務
所

　
（
雲
＠
7
1
3
9
）
ま
た
は
、
市

璧
例
企
画
管
理
部
総
務
課
（
豊
⑩

3
1
4
1
）
ま
で
お
問
い
＜
(
ｌ
Ｑ
ｔ
)

く
だ
さ
い
。
　
　
　
（
総
務
課
）

　
・
中
小
企
業
の
組
織
化

　
1
1
月
は
促
進
強
化
月
間

　
京
都
府
中
小
企
業
団
体
中
央
会

で
は
、
十
一
月
一
日
か
ら
始
ま
る

中
小
企
業
の
「
組
織
化
促
進
強
化

月
凹
に
合
わ
せ
て
、
未
組
織
中

小
ｍ
業
に
中
小
企
業
組
合
の
設
立

を
呼
び
掛
け
て
い
ま
７
．
詳
細
と

ご
相
談
は
、
府
中
小
企
業
団
体
中

央
心
一
（
京
都
市
右
京
区
西
大
路
五

雫
ル
・
０
７
５
叩
１
３
１
）

ま
で
お
気
軽
に
。
（
商
工
観
光
課
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
1
1
月
1
9
日
か
ら
実
施

　
十
一
月
十
九
日
か
ら
市
内
十

一
会
場
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
が
始
ま
り
ま
す
。
日
程

や
会
場
な
ど
詳
？
は
、
「
市

民
カ
レ
ン
ダ
ー
と
手
び
き
」
の

保
健
予
防
年
間
日
程
表
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
▼
対
象
・
：
Ｏ
保
育
所
、
幼
稚

園
に
通
っ
て
い
る
３
歳
以
上
の

幼
児
Ｏ
小
学
校
、
中
学
校
で
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
児
童
・
生
徒
。

　
な
お
、
当
日
は
必
ず
体
温
を

計
り
、
保
護
者
同
伴
で
お
越
し

｀
1
1
1
1
1

ｉ
－
－
－
－
１
－
－
Ｉ
－
自
－
―
『

　
　
　
　
　
　
　
｀

　
　
　
　
　
　
　
ｔ

　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
゛

　
　
　
　
　
　
　
Ｗ

　
　
　
　
　
　
　
｀

心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

心
ｌ
―
I
I
S
I
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
自
Ｉ
Ｉ
ｌ
｀

・ 一 － ・ ・ 一・ ・ ・ ・ － － － －

予約加入

受け付け

中

く
だ
さ
い
。
各
会
場
と
も
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　
　
糖
尿
病
の
集
い

　
最
折
覗
が
国
の
糖
尿
病
患
者

は
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
し
か

も
小
児
、
若
年
層
に
も
徐
々
に

広
が
っ
て
来
て
い
享
子
。

　
糖
尿
病
は
、
日
々
の
食
牛
活

に
大
命
Ｘ
関
係
し
、
そ
の
予
防

や
治
療
に
は
適
切
な
食
事
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

　
宇
治
久
世
医
師
会
で
は
、
糖

尿
病
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を

持
っ
て
い
た
だ
ぐ
た
め
に
、
糖

尿
病
の
集
い
を
開
き
手
］
。
糖

尿
病
の
人
、
そ
の
家
族
。
糖
尿

病
に
関
心
が
あ
る
人
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
い
ま
ず
。

　
▼
と
き
…
1
1
月
1
6
日
出
、
正

午
か
ら
▼
と
こ
ろ
…
宏
吊
保

健
医
療
セ
ン
タ
ー
（
宏
吊
役

所
向
か
い
）
▼
テ
ー
了
・
。
上
手

に
食
べ
よ
ラ
外
食
の
時
″
▼
内

容
・
・
・
○
９
Ｅ
カ
ロ
リ
ー
の
昼
食

（
昼
食
代
三
百
円
が
必
要
）
Ｏ
糖

尿
病
の
話
Ｏ
食
事
療
法
に
つ
い

て
Ｉ
外
食
の
際
の
注
意
○
食
品

展
示
○
食
事
指
導
、
健
康
相
談

○
検
尿
、
血
圧
測
定
▼
共
催
・
：

府
糖
尿
病
協
会
、
宇
冶
久
世
医

師
会
。　交通災害・火災共済の予約加入受け付けは、11

月30日までです。今すぐ市内金融機関（郵便局は

除く）、または市役所交通労政課で加入手続きを。

詳しくは交通労政課(豊22－3141)までお問い合

わせください。　　　　　　　　（交通労政課）
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昭
和
五
十
九
年
度
に
、
市
民
相
談
室
で
受
け
付
け

た
要
望
・
苦
情
・
相
談
・
問
い
＜
[
１
８
＼
な
ど
の
市
民

相
談
は
、
総
討
九
百
七
十
八
件
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

内
容
は
、
都
市
基
盤
や
牛
活
環
境
の
整
備
、
個
人
に

か
か
わ
り
の
あ
る
制
度
上
の
問
題
な
ど
市
行
政
か
ほ

じ
め
、
国
や
府
の
行
政
に
関
す
る
こ
と
、
更
に
地
域

社
会
・
家
庭
内
の
問
題
、
民
事
に
関
す
る
こ
と
な
ど

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
毒
７
．

　
市
民
相
談
九
百
ぢ
十
八
件
の
内

容
別
（
対
処
す
る
機
関
別
）
で
は
、

市
政
に
関
す
る
こ
と
が
半
数
以
上

市政への相談はお気軽に

か
ａ
め
、
次
い
で
民
事
問
題
な
ど

が
多
く
な
っ
て
い
未
了
。
国
や
府

な
ど
の
他
の
行
政
機
関
と
各
種
団

市民相談室（a酋3i4i)

体
に
関
す
る
こ
と
は
、
全
体
の
一

割
弱
あ
り
ま
し
た
。

　
市
政
に
関
す
る
も
の
で
は
、
道

路
、
公
園
、
開
発
、
下
水
道
、
市

営
住
宅
な
ど
都
市
整
備
に
関
す
る

こ
と
が
二
百
十
五
件
（
三
八
・
三

％
）
と
最
も
多
ぺ
次
い
で
ゴ
ミ

収
集
、
公
害
対
策
、
予
防
接
種
な

戸
単
活
環
境
に
関
す
る
こ
と
が
百

七
件
（
一
九
包
、
住
民
登
録
、

国
民
健
康
保
険
、
交
通
安
全
対
策

な
ど
市
民
牛
活
に
関
す
る
こ
と
が

七
十
八
件
（
一
三
・
九
％
）
と
な

っ
て
い
未
了
。
こ
の
う
ち
、
要
望

や
苦
情
は
三
百
八
件
で
、
残
り
は

単
な
る
問
監
Ｂ
せ
や
案
内
で
二

百
五
十
三
件
と
な
っ
て
い
未
了
。

　
要
望
や
苦
情
の
処
理
結
果
は
。

　
「
検
討
事
項
と
ず
る
」
と
「
要
件

夕
昌
だ
し
た
」
が
ほ
ぼ
同
率
で
四

〇
％
弱
。
検
討
事
項
や
参
考
に
す

る
で
は
、
そ
の
内
容
が
大
き
な
事

業
計
画
を
要
す
る
も
の
や
、
制
度
、

予
算
上
の
問
題
が
あ
り
、
今
後
の

対
応
に
時
間
が
必
要
な
も
の
で
し

た
。

　
こ
の
外
、
民
事
問
題
な
ど
で
は
、

飼
い
犬
、
飼
い
猫
な
ど
に
よ
る
迷

惑
（
鳴
き
戸
、
に
お
い
、
排
せ
つ

物
）
が
目
立
ち
、
次
い
で
騒
音
、

悪
息
、
振
動
に
つ
い
て
が
多
く
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
相
談
の
中

に
は
、
近
隣
と
の
日
常
的
な
つ
な

が
口
が
希
薄
で
あ
っ
た
り
、
ト
ラ

ブ
ル
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
対
処

し
な
か
っ
た
り
し
た
結
果
、
生
じ

た
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。

　
陳
情
・
懇
談
会
で
は

　
市
民
の
生
の
声
を

　
こ
れ
ら
の
市
民
相
談
の
外
。
市

内
の
町
内
会
、
息
器
な
芦
か
ら

の
陳
情
書
が
百
三
十
件
、
面
接
に

よ
る
陳
情
が
主
祢
、
更
に
地
域

の
要
請
に
哉
２
吊
職
員
が
出
向

い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
話
し
合

う
市
政
懇
談
会
を
八
回
開
催
し
ま

し
た
。
ま
た
、
市
長
を
は
じ
め
市

職
員
が
街
角
で
広
く
市
民
の
声
を

聞
く
「
ふ
れ
あ
い
相
談
（
青
空
市
民

相
談
）
」
茎
立
取
地
区
で
実
施
し
、

二
十
一
件
の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　
市
で
は
、
今
後
も
広
聴
活
動
の

一
層
の
充
実
を
図
り
、
市
民
の
声

か
犀
布
し
た
市
政
の
運
営
に
努
め

た
い
と
考
え
て
い
ま
ず
。

市民相談の内容(機関)別件数

市政に関する要望・苦情の処理別件数

　　　　15(t(5%)伝達する４件(1％)

交通災害・火災共済

予約加入受け付け中

市政や民事に9

78件

保健予防の

お知らせ

問い合わせ

保健予防課電話223

141）

昭和５９年度の市民

相談まとまる
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国
民
年
金
法
が
改
正
さ
れ
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
国
民
年
金
制
度
が
変
わ
り
ま
す
。
今
ま
で
の
国
民
年
金
は
、

商
業
・
農
業
等
の
自
営
業
者
と
そ
の
家
族
な
戸
擾
用
者
年
金

制
度
（
厚
生
年
金
な
ど
）
｀
に
加
入
し
て
い
な
い
人
を
対
象
に

し
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
で
、
国
内
に
住
ん
で
い
る
二

十
歳
か
ら
一
〈
十
歳
ま
で
の
人
す
べ
て
が
、
原
則
と
し
て
国
民

年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
全
員
が
加
入
す
る
こ

と
に
な
る
国
民
年
金
制
度
が
支
給
ず
る
年
金
の
名
称
は
基
礎

年
金
で
す
。
全
員
が
基
礎
年
金
忿
コ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
で
。

今
回
は
、
国
民
年
金
の
新
制
度
の
あ
ら
奔
レ
と
、
届
け
出
の

方
法
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
Ｌ
ぶ
少
。

国民年金

新制度

20歳から60歳までの

すべての人が加入

厚
生
年
金
の
加
入
者
も

　
男
行
の
国
民
年
金
は
、
商
業
・

農
業
等
の
自
営
業
者
や
そ
の
家
族

な
ど
厚
生
年
金
や
船
員
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
人
を
対
象
に
し
て

い
ま
し
た
。
Ｌ
が
し
、
新
し
い
制

度
で
は
す
べ
て
の
人
が
国
民
年
金

か
ら
兵
通
の
基
礎
年
金
を
膏
け
る

共
通
の
基
礎
年
金
が
支
給

こ
と
に
な
り
ま
あ
で
、
厚
生
年

金
に
加
入
し
て
い
る
人
も
国
民
年

金
に
二
重
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
新
制
度
で
国
民
年
金
に
加

入
す
る
人
は
下
図
の
三
つ
に
分
類

鳶
り
手
。

　
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
た
人

は
、
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
加

入
期
間
の
報
酬
比
例
の
年
金
を

営
け
る
こ
と
に
な
り
ま
ず
。
つ
ま

り
、
新
制
度
の
国
民
年
金
は
二
階

建
て
年
金
の
一
階
部
分
（
基
礎
部

分
）
を
拍
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
（
下
図
）

サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
奥
さ
ん

保
険
料
は
不
要

届
け
出
を
忘
れ
ず
に

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
厚
生
年

金
に
加
入
し
て
い
る
息
子
ハ
（
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
）
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
奥
岑
ん
は
、
国
民
年
金
の
強
制

ｻﾗﾘﾄﾞﾏ^　　OL

友業のμkちサラリーマ､功奪

加
入
被
保
険
者
と
な
り
一
保
険
料
を

個
別
に
納
め
な
ぐ
て
も
、
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
出
来
る
ぶ
つ
に
な

り
康
ｙ
。
（
今
回
の
新
制
度
で
第

３
号
被
保
険
者
に
該
当
）

　
こ
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

取
り
侭
り
れ
る
た
め
に
は
届
け
出

が
必
要
で
す
。
こ
の
届
け
出
夕
忘

れ
る
と
、
引
き
続
き
保
険
料
政
一
］

め
て
い
た
だ
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
り
、

将
来
年
金
鷺
冥
け
る
こ
と
が
出
来

な
ぐ
な
っ
た
り
し
乖
ゐ
で
ご
注

意
ぐ
だ
さ
い
。
な
お
、
今
回
届
け

出
が
必
要
な
人
は
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
人
で
す
。

　
な
お
、
共
済
組
合
員
と
そ
の
被

扶
養
配
偶
者
は
、
現
在
国
会
で
共

済
組
合
に
基
礎
年
金
夕
導
入
す
る

た
め
の
改
正
法
案
が
審
議
中
の
た

め
、
今
回
は
適
用
除
外
に
な
っ
て

い
未
丁
。

①
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

　
る
、
大
正
十
五
年
四
月
二
日
以

　
後
に
生
次
れ
た
人
。
な
お
、
本

　
来
は
任
意
加
入
者
で
あ
る
に
も

　
か
か
わ
ら
ず
、
強
制
加
入
被
保

　
険
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

　
る
人
。
昭
和
六
十
年
八
月
十
五

　
日
以
降
、
国
民
年
金
に
任
意
加

　
入
の
申
し
出
を
し
た
人
に
つ
い

　
て
も
対
象
者
と
な
り
卓
子
。

②
配
偶
者
（
夫
）
が
、
厚
生
年
金

　
ま
た
は
船
員
保
険
の
加
入
者
。

③
配
偶
者
（
夫
）
が
大
正
十
年
四

　
月
二
日
以
後
に
生
次
れ
た
人
。

④
あ
な
た
自
身
が
、
主
と
し
て
配

　
偶
者
（
夫
）
の
収
入
に
よ
口
生

　
計
を
羅
持
し
て
い
る
こ
と
。

第３号被保険者第２号被保険者第１号被保険者

言
言

　
　
　
　
　
　
い
る

　
　
Ｊ
Ｏ
.
Ｖ
ｊ
-
Ｖ
ｊ
　
　
　
て
い

西
爾
胃
二

に

χ
り
ｙ
ｌ
ｒ
Ｉ
ｒ
　
　
加
さ

　
な
お
、
配
偶
者
が
厚
生
年
金
ま

た
は
船
員
保
険
に
加
入
し
て
い
て

も
、
そ
の
夫
に
よ
り
扶
養
さ
れ
て

い
な
い
人
や
、
夫
が
共
済
組
合
の

年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
今

回
の
届
け
出
は
不
要
で
す
。

厚生年金に加入してい

る人

配偶者で20歳以上s歳

未満の人
一
保険料の支払いは不要

であるが届け出が必要
厚生年金の保険料を支

払う

20歳以上60歳未満の自

営業の人とその家族な

ど

国民年金保険料を支払う

　
し
ぐ
だ
さ
い
。

ニ
、
現
在
、
国
民
年
金
強
制
加
入

　
者
と
な
っ
て
い
て
も
、
実
質
第

　
３
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
人

　
田
健
康
保
険
被
保
険
者
証
②
配

　
偶
者
（
夫
）
の
年
金
手
帳
ま
た

　
。
は
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
証

　
倒
本
人
（
妻
）
の
年
金
手
帳
㈲

　
印
鑑
（
認
印
）
を
も
っ
て
、
出

　
張
受
付
会
場
か
市
役
所
ま
で
お

「第３号被保険者」出張受付の日程表

〔一般被用者〕〔自営業者〕

(現行)

　
越
１
　
で
だ
さ
い
。

三
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る

　
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
て
、

　
現
在
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い

　
な
い
人

　
来
年
四
月
一
日
以
降
、
国
民
年

金
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
、
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

ぐ
時
期
に
お
知
ら
せ
し
示
ｙ
。

四
、
届
け
出
後
、
健
康
保
険
の
被

　
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
と

(改正後)

　
き
ゃ
、
配
偶
者
が
厚
生
年
金
加

　
入
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

　
手
続
き
が
必
妥
で
す
。

　
年
金
手
蝸
と
認
印
か
痔
っ
て
、

国
民
年
金
係
へ
お
越
Ｌ
て
だ
さ
い
。

　
厚
生
年
金
を
や
め
た
人
自
身
が
。

六
十
歳
未
満
の
と
き
は
、
通
常
、

国
民
年
金
に
加
入
す
る
手
続
'
J
ｔ
ｆ
Ｒ

必
要
で
す
か
、
必
要
で
な
い
人
も

あ
り
ま
ゐ
で
、
事
前
に
お
問
い

ふ
Ｂ
せ
く
だ
さ
い
。

言1会見丿腸卜……
日　　　　　程

11　月 12　月 １　月

木ｼ播磨丑'館 12,13,14,25 8, 9

大秘田公会堂 18, 19, 20 10

字治･公･民’館

1･　ぐ市民会館)
15,21,22,26 13

城南荘集会所 27, 28, 29

紫ヶ･丘公民分館 2, 3

j小倉公･民丿館 4, 6, 20 17

s西小倉集会所 9,10,11,1220,21

伊勢田公民分館 13, 18, 19 22

西大久保集会所 5, 16, 17

広野公民分館 23, 24, 25 14
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現
況
届
書
は
郵
送
な
ど
で

明
日
1
2
日
か
ら
出
張
受
け
付
け
も

　
市
で
は
、
今
回
の
改
正
に
伴
コ

第
３
号
被
保
険
者
種
別
確
認
の
た

め
明
日
十
一
月
十
二
日
か
ら
市
内

十
会
場
で
受
け
付
け
事
務
か
妬
め

毒
了
。
今
回
の
届
け
出
が
必
要
な

人
に
は
、
十
月
末
に
社
会
保
険
庁

か
ら
「
国
民
年
金
任
意
加
入
被
保

険
者
ｍ
現
届
書
」
が
送
付
さ
れ
て

い
毒
了
。
届
け
出
の
方
法
は
次
の

と
お
り
で
す
。

一
、
国
民
年
金
に
現
在
希
望
し
て

　
加
入
（
任
意
加
入
）
し
て
い
る
人

⑦
届
出
用
紙
を
、
配
偶
者
（
厚
生

　
年
金
加
入
者
）
の
勤
務
先
に
提

　
出
し
、
「
健
康
保
険
の
被
扶
養

　
者
で
あ
る
旨
等
」
の
証
明
m

　
け
て
か
ら
、
宇
治
市
役
所
の
国

　
民
年
金
係
に
郵
送
し
で
Ｉ
だ
さ

　
い
。
（
出
張
受
け
付
け
や
市
役

　
所
で
も
受
け
取
り
車
ふ
、
な

　
る
べ
く
郵
送
で
）

　
　
〈
郵
送
先
〉
市
役
所
保
険
年
金

　
課
国
民
年
金
係
（
〒
Ⅲ
宇
治
市

　
宇
治
琵
琶
3
3
）

（
…
詣
出
用
紙
に
証
明
を
受
け
る
こ

　
と
が
出
来
な
い
人
は
、
用
紙
に

　
必
要
事
項
を
記
入
し
、
押
印
の

　
上
、
下
記
出
張
受
付
の
会
場
へ

　
お
越
し
く
だ
さ
い
。
こ
の
と
き
、

　
巾
健
康
保
険
被
保
険
者
証
口
配

　
偶
者
（
夫
）
の
年
金
手
帳
ま
た

　
は
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
証

　
即
印
鑑
（
認
印
）
か
痔
参
し
て

　
く
だ
さ
い
。

⑤
任
意
加
入
中
に
も
か
か
わ
ら
ず

　
社
会
保
険
庁
か
ら
届
出
用
紙
が

　
送
付
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
前

　
記
ｍ
）
の
山
～
ａ
を
痔
っ
て
、
出

　
張
受
付
会
場
か
市
役
所
へ
お
越

来年４月からスター

ト
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